別紙１
仕　様　書

業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。
なお、この仕様書は、業務の仕様を定めるものであるが、受託者（以下「乙」という。）は下関市（以下「甲」という。）が必要と認めた軽微な作業については、記載の有無にかかわらず、委託料の範囲内において実施することとする。

１．業務件名　　市場施設自家用電気工作物保安点検業務
２．業務場所　　下記対象施設のとおり
３．業務期間　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
４．対象施設
　（１）下関市地方卸売市場唐戸市場
	業務実施場所
	下関市唐戸町５番５０号及び阿弥陀寺町６番１号

	業務内容
	（１）月次点検（月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検A
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等
（必要の都度）

	設備容量
	２，４２５ｋVA

	最大電力
	１，０７５ｋW

	受電電圧
	６，６００V

	非常用予備発電装置（１台）
	容量　２００ｋＶＡ
電圧　２２０Ｖ

	非常用予備蓄電池設備（１群）
	　　　　　　　　容量　１００ＡＨ／１０ＨＲ　
　　　　　　　　電圧　１２０．４Ｖ

	その他特記事項
	年次点検を実施する時は、駐車場管制設備（市場棟及び駐車場棟）が稼動するよう発電機等設置し措置を講ずること


　（２）下関市地方卸売市場南風泊市場
①仮設荷捌き所
	業務実施場所
	下関市彦島西山町五丁目１０番１号

	業務内容
	（１）月次点検（隔月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検新A
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等
（必要の都度）

	設備容量
	２２５ｋVA

	最大電力
	１５０ｋW

	受電電圧
	６，６００V


　②活魚施設
	業務実施場所
	下関市彦島西山町五丁目１０番

	業務内容
	（１）月次点検（隔月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検B
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等
（必要の都度）

	設備容量
	２７５ｋVA

	最大電力
	１８０ｋW

	受電電圧
	６，６００V


　③仮設海水取水設備
	業務実施場所
	下関市彦島西山町五丁目１０番

	業務内容
	（１）月次点検（月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検Ａ
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等
（必要の都度）

	設備容量
	　２００ｋVA

	最大電力
	 １３５ｋW

	受電電圧
	６，６００V


　④海水供給施設
	業務実施場所
	下関市彦島西山町四丁目１１番３９号

	業務内容
	（１）月次点検（隔月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検新A
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等
（必要の都度）

	設備容量
	　７５ｋVA

	最大電力
	 ５８ｋW

	受電電圧
	６，６００V


（３）下関市地方卸売市場新下関市場
	業務実施場所
	下関市一の宮住吉三丁目２番１号

	業務内容
	（１）月次点検（月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検Ａ
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等（必要の都度）

	設備容量
	[bookmark: _GoBack]１，２３０kＶＡ

	最大電力
	  ５５０ｋＷ

	受電電圧
	６，６００Ｖ


（４）下関市地方卸売市場特牛市場
	業務実施場所
	下関市豊北町大字神田１２１０番地５

	業務内容
	（１）月次点検（隔月１回）
（２）年次点検（年１回）年次点検Ｂ
（３）臨時点検、測定等（必要の都度）
（４）法令の定めによる申請、届出、報告等（必要の都度）

	設備容量
	 ８０kＶＡ

	最大電力
	６１ｋＷ

	受電電圧
	６，６００Ｖ


５．業務内容
　　　　自家用電気工作物の工事、維持及び運用等に関する保安の監督に係る業務を行うこととする。
　　　　保安管理業務については、次の各号に掲げるとおりとし、別紙２「点検、測定及び試験の基準」により実施すること。また、その実施結果を甲に報告し、経済産業省で定める技術基準の規定に適合しない事項がある場合は、改善に必要な指導又は助言を行うものとする。
（１）電気工作物の維持及び運営について、定期的な点検及び試験の実施
①　月次点検（上記４．対象施設中の各施設の業務内容のとおり）
　　　　　通常の運転状態にある電気工作物について、目視点検のほか、計測機器測定により点検を行うものとする。
②　年次点検（上記４．対象施設中の各施設の業務内容のとおり）
　　　　　電気工作物を維持するために、年１回停電又は、無停電により、目視及び計測器により点検し、設備ごとの個別の機能等を総合点検する。
　　　　　年次点検Ａ:月次点検の点検項目に加え、施設の運転を停止して絶縁抵抗測定などを行う点検、測定及び試験とする。
　　　　　年次点検Ａ新方式:設備を運転した状態で行う年次点検Ａの新方式とする。
年次点検Ｂ:年次点検Ａの点検項目に加え施設の運転を停止して継電器動作試験などを行う精密な点検、測定及び試験とする。
（２）電気事故その他電気工作物事故が発生し、又は発生するおそれがある場合の応急措置及び事故原因調査への協力、並びに再発防止についてとるべき措置の指導又は助言、必要に応じての臨時点検の実施。
（３）電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、工事中の点検及び竣工検査の実施。
６．注意事項 
（１）当該保安業務の各対象施設は、卸売市場のため主に深夜に稼動するため、緊急時には、２４時間（休日及び夜間を問わず）担当技術者が１時間以内に当該管理場に来場、対応をすること。
（２）台風等の被害が予想される場合には、あらかじめ迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
（３）点検の日程等は事前に甲と協議の上、決定すること。 
（４）点検の報告書等はその都度、各市場担当者に速やかに提出すること。 
（５）業務にあたっては、各関係法令等を遵守し、安全に十分留意すること。 
（６）その他、本業務の実施に必要な事項については甲の指示に従うこと。
７．その他
（１）しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙３「特記仕様書（環境編簡易）」のとおりとする。
（２）業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙４「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。
（３）この仕様書に定めのない事項が発生した場合は甲、乙協議の上定めるものとする。
